
覚 書 

 

港区（以下「甲」という。）と港区立白金高輪駅自転車駐車場等（以下「本施設」とい

う。）の指定管理者である NCD グループ（以下「乙」という。）は、「港区立白金高輪駅自

転車駐車場等の管理運営に関する基本協定書（平成３１年度）」に基づき定めた指定管

理料の清算方法について、次のとおり、覚書を締結するものとする。 

 

 

（目的） 

第１条 本覚書は、本施設の指定管理料の余剰金を清算するに当たり必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 

（清算方法） 

第２条 基本協定書第３３条第５項に規定する清算方法について、事業等の実績が事業

計画における見込みを下回ったことにより発生した執行残によって余剰金が発生した

場合にも清算するものとする。 

なお、他に清算が必要と思われる経費が発生した場合は、甲乙協議の上、清算方法

について定めるものとする。 

 

（協議） 

第３条 本覚書に定めのない事項又は本覚書について疑義が生じた場合は、甲乙協議

の上、これを定めるものとする。 

 

（適用） 

第４条 本覚書は平成３１年４月１日から適用するものとする。 

 

 

本覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有す

る。 

 

令和元年９月 11日 
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